
川崎市上下水道局規程第２１号 

川崎市上下水道局会計年度任用職員の給与等に関する規程の一部を改正する

規程を次のように定める。 

  令和７年３月３１日 

          川崎市上下水道事業管理者 大 澤 太 郎 

 

川崎市上下水道局会計年度任用職員の給与等に関する規程の一部を改正

する規程 

川崎市上下水道局会計年度任用職員の給与等に関する規程（令和２年川崎市

上下水道局規程第５号）の一部を次のように改正する。 

第１７条の２第１項第１号中「１００分の１１３．５」を「１００分の１１

１」に、「１００分の１２１」を「１００分の１１８．５」に改め、同項第２

号中「１００分の１０６」を「１００分の１０３．５」に改め、同項第３号中

「１００分の１００」を「１００分の９７．５」に改める。 

第２１条第４項中「第１１号まで」を「第１０号まで及び第１２号」に改め

る。 

   附 則 

 この規程は、令和７年４月１日から施行する。 


